
山 梨 学 院 大 学 学 則 

 

 

第  １  章      目  的  及  び  使  命 

 

第 １ 条 本大学は、法令の定めるところに従い法学、経営学、栄養学、国際リベラルアーツ及びスポーツ科学

の理論とその応用とを教授研究し、広い教養と深い専門の知識をもつ有為の人材を養成することを目的とする。 

第 ２ 条 本大学法学部は、法学及び政治行政学を学んで正義と衡平の観念を基礎とした識見ある人材

を育成し、国家社会に寄与することをもってその使命とする。法学科においては、法学の基本的素養を

備え、公正・公平の観点から現代社会が直面する諸問題に対応できる能力を養成し、もって社会正義の

実現に貢献できる人間の育成を教育目的とする。政治行政学科においては、現代における公共空間の変

容に対応した、行政、市民、企業を主たる担い手とする政治社会のあり方に関する歴史的、理論的、政

策志向的な教育・研究に取り組み、公共性と社会性を備えた人間としての人格的成長を促進していくこ

とを教育目的とする。 

２ 本大学経営学部は、経営学を学んで現実のビジネスが必要とする人材を育成し、国家社会に寄与する

ことをもってその使命とする。経営学科においては、経営学・マーケティング・会計学・経済学などの

専門知識を有したうえで、それらを主体的に実践する能力、及び社会に対する関心・法令遵守の精神や

誠実さといった社会性・倫理性を養うことを教育目的とする。 

３ 本大学健康栄養学部は、栄養学を学んで食と健康に関わる分野で活躍する人材を育成し、国家社会に

寄与することをもってその使命とする。管理栄養学科においては、管理栄養士の養成を中核として、保

健・医療・教育・福祉・介護の分野において健康の保持増進・疾病の予防と改善を目指す栄養マネジメ

ントを遂行できる能力を育成するとともに、地域社会の食生活と健康の向上に貢献する資質を養うこ

とを教育目的とする。 

４ 本大学国際リベラルアーツ学部は、英語による卓越したコミュニケーション能力と国際的な視点に

基づく教育の実践により、グローバルな視野を有する専門知識を身に付けた実践力ある人材を養成し、

国際社会及び地域社会に貢献することを教育目的とする。 

５ 本大学スポーツ科学部は、スポーツ科学の知と技の修得とスポーツ競技力の向上・実技能力の向上を

基盤とし、トップスポーツ（競技者のスポーツ）と地域スポーツ（みんなのスポーツ）との好循環シス

テムを推進していくことのできる人材を育成し、国内外のスポーツ振興に貢献することを教育目的と

する。 

第 ２ 条の２ 本大学は、本大学の教育研究水準の向上を図り、本大学の目的及び社会的使命を達成するため、

教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 自己点検・評価の実施組織、点検・評価項目、評価方法等必要な事項については、別に定める。 

第 ２ 条の３ 本大学は、本大学及び学科（大学院にあっては、大学院及び研究科）ごとに、その教育上の目的

を踏まえて、次に掲げる方針（大学院にあっては、第３号に掲げるものに限る。）を定めるものとする。 

（１）卒業の認定に関する方針 

（２）教育課程の編成及び実施に関する方針 

（３）入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第２号に掲げる教育課程の編成及び実施に関する方針を定めるに当たっては、同項第１号に掲げる卒業

の認定に関する方針との一貫性の確保に特に意を用いることとする。 

第 ２ 条の４  本大学は、本大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図

ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。 

 

第  ２  章      学 部 学 科 の 組 織 

 

第 ３ 条 本大学に次の学部学科をおく。  

法 学 部        法 学 科    ・    政 治 行 政 学 科 

経 営 学 部        経 営 学 科 

健 康 栄 養 学 部        管 理 栄 養 学 科 

国際リベラルアーツ学部        国際リベラルアーツ学科 

ス ポ ー ツ 科 学 部        ス ポ ー ツ 科 学 科 
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第 ２ 章の２      大       学       院 

 

第 ３ 条の２ 本大学に大学院をおく。 

２ 大学院の学則は別にこれを定める。 

 

第  ３  章      修     業     年     限 

 

第 ４ 条 修業年限は４年とする。ただし、８年を超えて在学することはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的

に授業を履修し卒業することを希望する者があるときは、長期履修学生として在学を認めることができる。 

 

第  ４  章      学年、学期、授業週数及び休業日 

 

第 ５ 条 学年は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。後期入学生の学年は９月１日に始まり、翌

年８月３１日に終わる。 

２ 学年を分けて次の２期とする。 

前   期        ４月１日から８月３１日まで 

後   期        ９月１日から３月３１日まで 

３ 教育上有益と認めるときは、前項に定める後期末の期間を利用して、冬期特別授業期間を定めることができ

る。 

第 ６ 条 １年間の授業を行なう期間は、定期試験等の期間を含め３５週にわたることを原則とする。 

第 ７ 条 学年中定期休業日は次のとおりとする。 

（１）土曜日、日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）創立記念日     ６月３日 

（４）春季休業       ３月１６日から３月２５日まで 

（５）夏季休業       ８月１３日から８月２７日まで 

（６）冬季休業       １２月２５日から翌年１月６日まで 

２ 必要がある場合は、前項の休業日を変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は臨時休業日を定めることができる。 

 

第  ５  章      学 部 学 科 別 収 容 定 員 

 

第 ８ 条 本大学の収容定員を次のとおり定める。 

 

 

第  ６  章      授 業 科 目 及 び 単 位 数 

 

第 ９ 条 本大学において開設する授業科目の種類及び単位数は、別表Ⅰのとおりとする。 

２ 本大学は、学部学科ごとに定める学士の学位を取得するための課程のほか、本大学が開設する授業科目を活

用し、学生が所属する学部学科の分野以外の特定分野又は特定課題に関する教育課程（以下、「副専攻」という。）

を編成することができるものとする。 

３ 第１項で定めるもののほか、学長は臨時に授業科目を開設することができる。 

 

学 部 学 科 入学定員 編入学定員 収容定員 

法 学 部 

法 学 科 ２８０名 － １，１２０名 

政 治 行 政 学 科 
２０２０年度 

学生募集停止 
－ 

在学生の卒業 

を待って廃止 

経 営 学 部 経 営 学 科 ３２０名 － １，２８０名 

健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科  ４０名 １０名 １８０名 

国際リベラルアーツ学部 国 際 リ ベ ラ ル ア ー ツ 学 科  ５０名 － ２００名 

スポーツ科学部 ス ポ ー ツ 科 学 科 １７０名 － ６８０名 
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第  ７  章      履     修     方     法 

 

第 10 条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする教育内容をもって構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮

して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

(１)講義及び演習については、15時間から 30時間までの範囲で本大学が定める時間の授業をもって１単

位とする。 

(２)実験、実習及び実技については、30時間から 45時間までの範囲で本大学が定める時間の授業をもっ

て１単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本大学が定め

る時間の授業をもって１単位とすることができる。 

(３)一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合

については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本大学が定める時間の授業をも

って１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定め

ることができる。 

３ 授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

第１１条 前条の授業科目を履修すべき学年は次のとおりである。 

（１）第１学年から専門教育科目を履修せしめ、逐次これを増加する。 

（２）自由科目は各学年で履修することができる。 

（３）必修科目は配当された学年で履修し合格しなければならない。 

（４）選択科目は各学年に配当された科目だけでなく、下級学年に配当された科目も選択履修すること

ができる。 

第１２条 法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科は、総合基礎教育科目を、必修科目を含め 

２８単位以上履修しなければならない。 

２ 健康栄養学部管理栄養学科は、総合基礎教育科目を、必修科目を含め２０単位以上履修しなければならない。 

３ スポーツ科学部スポーツ科学科は、総合基礎教育科目を、外国語教育科目と合わせて２８単位以上履修しな

ければならない。 

第１３条 法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科、健康栄養学部管理栄養学科、スポーツ科学

部スポーツ科学科は、外国語教育科目を、第１学年に１ヵ国語４単位履修しなければならない。 

第１４条 国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科の履修に関する規定は、別にこれを定める。 

第１５条 法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科は、専門教育科目を、必修科目及び選択科目

を含めて９２単位以上履修しなければならない。 

２ 健康栄養学部管理栄養学科は、専門教育科目を、必修科目及び選択科目を含めて１００単位以上履修しなけ

ればならない。 

３ スポーツ科学部スポーツ科学科は、専門教育科目を、必修科目及び選択科目を含めて７４単位以上履修しな

ければならない。 

第１６条 自由科目は、別に定めるところを除き、卒業所要単位外とする。 

第１７条 各学年における履修単位数の最高限度は次のとおりである。 

    学部 

    学科 

学年 

法 学 部 経営学部 健康栄養学部 国際リベラルアーツ学部 スポーツ科学部 

法学科 政治行政学科 経営学科 管理栄養学科 国際リベラルアーツ学科 スポーツ科学科 

１年 ４０単位 ４０単位 ４８単位 ４４単位 ３６単位 ４４単位 

２年 ４４単位 ４４単位 ４８単位 ４４単位 ４２単位 ４４単位 

３年 ４４単位 ４４単位 ４８単位 ４４単位 ４２単位 ４４単位 

４年 ４８単位 ４８単位 ５０単位 ４８単位 ４２単位 ４８単位 
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第   ８   章      卒 業 の 認 定 及 び 学 習 評 価 

 

第１８条 卒業に要する単位は次のとおりである。 

〔法学部法学科、法学部政治行政学科〕 

総 合 基 礎 教 育 科 目 ２８単位 

外 国 語 教 育 科 目 ４単位 

専 門 科 目 ９２単位（必修を含む） 

総 計 １２４単位 

〔経営学部経営学科〕 

総 合 基 礎 教 育 科 目 ２８単位 

外 国 語 教 育 科 目 ４単位 

専 門 科 目 ９２単位（必修を含む） 

総 計 １２４単位 

〔健康栄養学部管理栄養学科〕 

総 合 基 礎 教 育 科 目 ２０単位 

外 国 語 教 育 科 目 ４単位 

専 門 科 目 １００単位（必修を含む） 

総 計 １２４単位 

〔国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科〕 

総 計 １２４単位（必修を含む） 

〔スポーツ科学部スポーツ科学科〕 

総 合 基 礎 教 育 科 目  

及 び 外 国 語 教 育 科 目 ２８単位以上 

専 門 科 目 ７４単位以上（必修を含む） 

総 計 １２４単位 

第１９条 単位修得の可否は次の各号に定める方法によってきめる。ただし、保健体育実技、実験、実習などは

平素の成績によってきめることができる。 

（１）定期試験 

（２）授業内テスト、レポート、報告 

（３）その他、各学科が相当と認める事由 

２ 修得できなかった者については、別に定めるところに従い追・再試験を行うことができる。 

第２０条 法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科、健康栄養学部管理栄養学科、スポーツ科学

部スポーツ科学科の学業成績の評価は、Ⓐ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤとし、Ｃ以上を合格、Ｄは不合格とする。 

２ 国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科の学業成績の評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｐ、Ｆ及びＮＰと

し、Ｄ以上及びＰを合格、Ｆ及びＮＰは不合格とする。 

３ 合格した授業科目については所定の単位数を与える。 

第２０条の２ 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該大学又

は短期大学の授業を履修させることができる。 

２ 学生が前項の規定により履修した授業科目について修得した単位を、60 単位を超えない範囲で、本

大学において修得したものとみなすことができる。 

３ 前二項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

第２０条の３ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が定める学修を、本大学における履修科目とみなし、本大学の定めるところによ

り単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本大学において修得したも

のとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

第２０条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位を、本大学に入学後の本大学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本大

学における授業科目の履修とみなし、本大学の定めるところにより単位を与えることができる。 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学、再入学の

場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、第 20条の２第１項及び第２項並び

に前条第１項により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものと
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する。 

 

第  ９  章      卒 業 、 学 位 及 び 学 修 証 明 

 

第２１条 大学に通算４年以上在学して所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て学長が卒業を認

定する。ただし、在学期間が４年を超える者については、卒業に必要な単位を前期に修得した場合には、教授

会の議を経て学長が前期の卒業を認定する。 

２ 学長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。 

３ 学則第１８条に規定する卒業の要件を満たした者が、引き続き学修の継続を希望するときは、教授会の議を

経て学長は在学の延長を許可することができる。 

４ 前項の在学を延長できる期間は、原則として、卒業の要件を満たした学年の翌年度１ヵ年とし、再度在学の

延長を希望する者については、１ヵ年を限度として更に在学の延長を許可することができる。ただし、学則第

４条第１項に規定する年数を超えることはできない。 

５ 在学の延長を許可された者の卒業は、在学期間が終了する年度とする。 

第２２条 前条により卒業を認定した者に対して、次の区分に従って学士の学位を授与する。 

（１） 法 学 部 法 学 科 学 士（法      学） 

（２） 法 学 部 政 治 行 政 学 科 学 士（政治行政学） 

（３） 経 営 学 部 経 営 学 科 学 士（経 営 学） 

（４） 健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科 学 士（栄 養 学） 

（５） 国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科 学 士（国際リベラルアーツ） 

（６） ス ポ ー ツ 科 学 部 ス ポ ー ツ 科 学 科 学 士（スポーツ科学） 

第２２条の２ 副専攻の授業科目について所定の単位を修得し、その学修成果の認定を受けた者には、前条の学

士の学位と併せて学修証明を授与することがある。 

２ 学修証明に関して必要な事項は別に定める。 

 

第 １０ 章      入             学 

 

第２３条 入学は学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず教育上支障がないと認めるときは、学期の区分に従い学生を入学させることができる。 

第２４条 本大学に入学することのできる者は次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

（２）通常課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修了した者を含む）、又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等

以上の学力があると認められた者 

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

（５）専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に

修了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定に

よる大学入学資格検定に合格した者を含む） 

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入

学させる本大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

（９）本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、１８歳に達した者 

第２５条 次の各号の一に該当する者の再入学、転入学又は編入学の許可は欠員のある場合に限り選考

の上、相当年次に入学を許可することがある。 

（１）本大学を退学した者で再び同一学科に入学を希望した者 

（２）他の大学の学生で当該学長、又は学部長の承認を経て入学を志願した者 

（３）大学を卒業した者又は退学した者 

（４）短期大学（外国の短期大学、我が国における外国の短期大学相当として指定された学校（文
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部科学大臣指定外国大学（短期大学相当）日本校）を含む）、高等専門学校を卒業した者、又

は専修学校の専門課程で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数に

ついては教授会の議を経て学部長が決定する。 

第２５条の２ 転学部・転学科は、学年の始めに限り、願い出により選考のうえ許可することがある。 

第２６条 入学志願者は、所定の書類及び入学検定料を指定の期日までに提出しなければならない。 

２ 入学検定料は、入学試験要項において定める。 

第２７条 入学を許可された者は所定の期日までに入学金、授業料、その他本大学が定める書類を提出し

なければならない。 

第２８条 入学を許可された者は所定の期日までに本大学が定める方法により保証人及びその連絡先を

届け出なければならない。 

２ 保証人は、原則として保護者、保護者にかわる親族又は身元確実にして一家計を立てている者とす

る。 

第２９条 保証人は学生の在学中本人に関する一切の事件について連帯の責任を負わなければならない。 

 

第 １１ 章      休 学 、 転 学 、 退 学 及 び 除 籍 

 

第３０条 疾病その他の事由により３ヶ月以上就学できない場合には、所定の医師の診断書又は詳細な

事由書を添えて保証人連署の上、願い出、学長の許可を得て休学することができる。ただし、休学の期

間は、第５条に定める学期を単位とする。 

２ 海外留学に際し、本大学が機関責任を担う交換留学生、派遣留学生、認定留学生は、留学中の休学を

要しない。 

第３１条 休学期間は引き続き１年を超えることが出来ない。ただし特別の理由がある場合は１年を限度とし休

学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は通算して４年を超えることはできない。 

３ 休学期間は第４条の在学期間に算入しない。 

第３２条 休学期間中にその理由が消滅した場合は学長の許可を得て復学することができる。 

第３３条 学生が他の大学に転学しようとするときは、事由を詳記して願い出て、学長の許可を受けなければな

らない。 

第３４条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

第３５条 学生が次の各号の一に該当する場合はこれを除籍する。 

（１）授業料その他義務金の納付を怠り督促しても納入しない場合 

（２）第４条に規定する在学年限を超えた者 

（３）休学期間を超えても、なお休学の理由が消滅しない者 

（４）督促を受けても当該年度の履修届を提出しない者 

（５）長期間にわたって行方不明の者 

 

第 １２ 章      授  業  料  及  び  入  学  金 

 

第３６条 入学金、授業料及び教育充実費等は指定期日までに納入しなければならない。 

２ 授業料等納入金に関して必要な事項は別に定める。 

第３７条 入学金、授業料及び教育充実費等は、別表Ⅳのとおりとする。 

第３８条 授業料及び教育充実費等は学生の出席の有無に拘らず学籍の存する限りこれを徴収する。ただし休学

中の授業料については免除する。 

第３８条の２ 学則第２１条第１項但書による前期卒業及び第３項の規定により修業年限を超えて在学する者の

授業料、教育充実費及び実習費は半額とする。 

第３９条 真に止むを得ない事情により学資の支弁が困難と認められる学生に対しては大学協議会の議を経て

学長が授業料等の徴収を猶予することができる。 

２ 前項により授業料等の猶予を受けようとするものは、猶予願を学長に提出しなければならない。 

第４０条 既納の入学金、授業料及び教育充実費等は如何なる事由あるもこれを返付しない。ただし、指定期日

までに入学辞退を届け出及び納入金の返還を申し出た場合には、入学手続時に納入した入学金を除く授業料及

び教育充実費等を返付することがある。 
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第 １３ 章      賞             罰 

 

第４１条 学生に対する賞罰は大学協議会の議を経て学長がこれを行う。 

第４２条 学生として表彰に値する行為があった者は大学協議会の議を経て学長が表彰する。なお、表彰に関し

て必要な事項は別に定める。 

第４３条 本大学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は教授会の議を経て学

長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みのない者 

（２）正当な理由がなくて出席常でない者 

（３）本大学の秩序を乱しその他学生としての本分に著しく反した者 

 

第 １４ 章      教    職    員    組    織  

 

第４４条 本大学に次の教職員を置く。 

（１）学    長 

（２）学 部 長 

（３）教    員        教授、准教授、講師、助教、助手及び客員教授並びに非常勤講師 

（４）職    員        事務長、事務員、雇員 

第４５条 学部長はその学部を統括する。 

２ 学部長は、理事会において任命する。学部長の任命及び任期については別に定める。 

第４５条の２ 本大学に副学長を置くことができる。 

２ 副学長は、理事会において任命する。副学長の任命及び任期、分掌については別に定める。 

３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

第４５条の３ 本大学に学長代理を置くことができる。 

２ 学長代理は、理事会において任命する。学長代理の任命及び任期、分掌については別に定める。 

３ 学長代理は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどるとともに学長の任務を代行する。 

第４５条の４ 本大学に副学部長を置くことができる。 

第４６条 教授は担当する専門学術の研究並びに教育に従事する。 

２ 准教授、講師、助教は教授を補佐し研究及び教育に従事する。 

３ 客員教授並びに非常勤講師は教授を補佐し研究、教育に従事する。 

第４７条 助教は教授又は准教授の指示に従い研究、教育に従事する。 

第４８条 事務長は学部の事務を統括する。 

２ 事務員、雇員は事務をつかさどる。 

第４８条の２ 本大学は、本大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及

び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（第９条の２に規定する研修に該当する

ものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。 

 

第 １５ 章      教  授  会  及  び  大  学  協  議  会 

 

第４９条 本大学の各学部に教授会を置き、専任の教授、准教授、講師、助教をもって組織する。 

第５０条 学部長は教授会を招集し、その議長となる。 

２ 学部教授会は、次の事項について審議のうえ、学長、副学長、学長代理、学部長が決定を行うに当たり、意

見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学、進級、編入学、再入学、転部、転科、転学、退学、休学、復学、卒業に関する事項 

(２) 教育課程に関する事項 

(３) 単位修得及び認定に関する事項 

(４) 教育及び研究の改善に関する事項 

(５) 学生の指導に関する事項 

(６) 学部内の教員人事に関する事項 

(７) その他教育上重要な事項として学長、副学長、学長代理、学部長が意見を求めたもの 

第５１条 本大学に合同教授会を置き、専任の教授、准教授、講師、助教をもって組織する。 
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第５２条 合同教授会は、学長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 合同教授会は、次の事項について審議のうえ、学長が決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。 

（１）学生の教育に関する重要事項 

（２）各学部、各種委員会その他の機関の連絡調整に関する事項 

（３）その他全学に関する重要な事項として学長が意見を求めたもの 

第５３条 本大学の運営に関する重要事項を審議するため、大学協議会を置く。 

２ 大学協議会は、次の構成員をもって組織する。 

(１) 学長 

(２) 副学長 

(３) 学長代理 

(４) 学部長 

(５) 大学院研究科長 

(６) その他学長が構成員として任命した者 

第５３条の２ 大学協議会は学長がこれを招集し、議長となる。 

２ 大学協議会は、次の事項について審議のうえ、学長が決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。 

（１）大学運営の基本方針 

（２）大学の予算編成及び予算執行の方針 

（３）各種委員会に関する事項 

（４）諸規程の制定及び改廃に関する事項 

（５）全学の教員人事に関する事項 

（６）国際交流及び地域連携の推進に関する事項 

（７）学位の授与に関する事項 

（８）学生の賞罰及び除籍に関する事項 

（９）その他大学運営に関する重要な事項として学長が意見を求めたもの 

３ 大学協議会で審議し、学長が決定した事項については、学長、副学長、学長代理、学部長がこれを執行する。 

 

第 １６ 章      学             長 

 

第５４条 学長は本大学を統轄し代表する。 

２ 学長は理事会の定めた方針に基づき本大学運営の責に任ずる。 

第５５条 学長は、学長候補者選考委員会の推薦を受けて理事会において選任する。 

第５５条の２ 学長の任期は４年とする。ただし、重任を妨げない。 

 

第 １７ 章      図        書        館 

 

第５６条 本大学に附属図書館を置き、図書館長はこの運営にあたる。 

２ 図書館に関する規則は別に定める。 

 

第 １８ 章      寮 舎 及 び 厚 生 保 護 施 設 

 

第５７条 寮舎に関する規定は別にこれを定める。 

第５８条 削除 

 

第 １９ 章      科目等履修生、特別聴講学生、研究生、長期履修学生、外国人留学生 

 

第５９条 本大学の学生以外の者で、本大学において一又は複数の授業科目について履修を志願する者があると

きは、各学部の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ科目等履修生として許可することがある。 

２ 科目等履修生は年度毎に許可する。 

３ 科目等履修生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。 

第５９条の２ 単位互換協定のある大学又は短期大学の学生で、本大学において一又は複数の授業科目について

履修を志願する者があるときは、各学部の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ特別聴講学生として授業

科目の履修及び単位の修得を認めることができる。 

２ 特別聴講学生は年度毎に許可する。 
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３ 特別聴講学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。 

第５９条の３ 本大学において、特定の事項について研究しようとする者があるときは、各学部の教育に支障の

ない場合に限り、学長が研究生として入学を許可することができる。 

２ 研究生は年度毎に許可する。 

３ 研究生については、本学則を準用する。 

第５９条の４ 本大学において、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に授業を履修し卒業することを希望する者があるときは、学修意欲、学修計画等を総合的に判断のうえ、長

期履修学生として修業年限を超えた計画的な履修を認めることができる。 

２ 長期履修学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。 

第５９条の５ 本大学の学生以外の者で、本大学において一又は複数の授業科目について聴講を志願する者があ

るときは、各学部の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ聴講生として許可することがある。 

２ 聴講生は年度毎に許可する。 

３ 聴講生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。 

第６０条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本大学に入学を志願する者があるときは、

選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生の入学については本学則を準用する。 

 

第 ２０ 章      教    員    免    許    状 

 

第６１条 本大学に教職に関する専門科目を開設する。 

第６２条 本大学において中学校、高等学校教諭免許状、及び栄養教諭免許状を取得しようとする者は教育職員

免許法及び教育職員免許法施行規則に定める科目を履修し単位を取得しなければならない。 

２ 本大学で取得し得る教員免許状の種類は次の通りである。 

法 学 部 法 学 科  中学校教諭一種免許状  社 会 

  高等学校教諭一種免許状  公 民 

法 学 部 政 治 行 政 学 科  高等学校教諭一種免許状  公 民 

経 営 学 部 経 営 学 科  高等学校教諭一種免許状  商 業 

スポーツ科学部スポーツ科学科  中学校教諭一種免許状  保健体育 

  高等学校教諭一種免許状  保健体育 

健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科  栄 養 教 諭 一 種 免許 状   

第６３条 教職に関する専門科目及びその単位数は第９条に定める通りとする。 

第６４条 教職に関する専門科目を履修しようとする者は別に定めるところに従い聴講料を納付しなければな

らない。 

 

第 ２１ 章      社 会 教 育 に 関 す る 科 目 

 

第６５条 削除 

第６６条 削除 

第６７条 削除 

第６８条 削除 

 

第 ２２ 章      管理栄養士国家試験の受験資格に関する科目 

 

第６９条 本大学に管理栄養士国家試験の受験に際し必要な基礎資格に関する科目を開設する。 

２ 管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには、栄養士法、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定め

に基づく別表Ⅲの科目を履修し単位を取得しなければならない。 

 

第 ２３ 章      特   別   の   課   程 

 

第７０条 学長は、文部科学大臣の定めるところにより、本大学学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、

これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

 

第 ２４ 章      学    則    の    変    更 
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第７１条 この学則の変更は理事会の承認を得なければならない。 

 

附    則 

この学則は、昭和４１年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

第２５条、第３７条授業料及び入学金の徴収は昭和４７年度入学生より施行する。 

附    則 

この学則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附    則 

この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

（１）第９条の教育課程表の改正規定は、平成元年度入学生より適用し、昭和６３年度以前に入学した者の

履修については、なお従前の例による。 

（２）第３７条に規定する授業料の改正規定は、平成元年度入学生より適用し、昭和６３年度以前に入学し

た者の授業料については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

（１）第８条の規定にかかわらず、平成２年度から平成１０年度までの入学定員を次のとおりとする。 

学    部 学    科 入学定員 

商  学  部 商  学  科 ２ ０ ０ 名 

（２）第９条の教育課程表の改正規定は平成２年度入学生より適用し、平成元年度以前に入学した者の履修

については、なお従前の例による。 

（３）第２６条に規定する入学試験検定料及び第３７条に規定する授業料の改正規定は、平成２年度入学生

より適用し、平成元年度以前に入学した者の授業料については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

（１）第８条の規定にかかわらず、平成３年度から平成１１年度までの入学定員を次のとおりとする。 
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学    部 学    科 入学定員 

法  学  部 行 政 学 科 １５０名 

（２）第９条の教育課程表の改正規定は平成３年度入学生より適用し、平成２年度以前に入学した者の履修

については、なお従前の例による。ただし、法学部法学科の教科に関する専門教育科目及び教職に関す

る専門教育科目については、平成２年度入学生より適用し、平成元年度以前に入学した者の履修につい

ては、なお従前の例による。 

（３）第３７条に規定する授業料の改正規定は、平成３年度入学生より適用し、平成２年度以前に入学した

者の授業料については、なお従前の例による。 

（４）第６２条に規定する取得し得る教員免許状の改正規定は、平成２年度入学生より適用し、平成元年度

以前に入学した者の取得し得る教員免許状は、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

（１）第８条の規定およびに平成２年４月１日施行の附則（１）、平成３年４月１日施行の附則（１）にかか

わらず、平成４年度から平成１１年度までの入学定員を次のとおりとする。 

学    部 学    科 
入 学 定 員 

（平成１０年度まで） 

入 学 定 員 
（平成１１年度） 

法 学 部 法 学 科 ３５０名 ３５０名 

法 学 部 行 政 学 科 ２００名 ２００名 

商 学 部 商 学 科 ３００名 ２５０名 

商 学 部 経営情報学科 ２００名 ２００名 

（２）第３７条に規定する授業料の改正規定は、平成４年度入学生より適用し、平成３年度以前に入学した

者の授業料については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

（１）第３７条に規定する授業料の改正規定は、平成５年度入学生より適用し、平成４年度以前に入学した

者の授業料については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

（１）第３条に規定する学部学科の組織のうち商学部経営情報学科は、平成６年４月から学生募集を停止し、

在学生の卒業を待って廃止する。 

（２）第８条の規定にかかわらず、平成６年度から平成１１年度までの入学定員を次のとおりとする。 

学    部 学    科 入学定員 

経営情報学部 経営情報学科 ２００名 

（３）第９条に規定する別表Ⅲの改正規定は全学年に適用する。ただし、法学部法学科及び商学部商学科の

平 成 ５ 年 度 以 前 に 入 学 し た 者 の 履 修 に つ い て の 経 過 措 置 は 別 に 定 め る 。 

（４）第３７条に規定する別表Ⅰの授業料、教育充実費等の改正規定は、平成６年度入学生より適用し、平

成５年度以前に入学した者の授業料、教育充実費等については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する別表Ⅰの改正規定は全学年に適用する。ただし、法学部行政学科の平成６年度以前

に入学した者の履修についての経過措置は別に定める。 

（２）第２６条に規定する入学試験検定料及び第３７条に規定する別表Ⅲの授業料、教育充実費等の改正規

定は、平成７年度入学生より適用し、平成６年度以前に入学した者の授業料、教育充実費等については、

なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

（１）第３７条に規定する別表Ⅲの授業料、教育充実費等の改正規定は、平成８年度入学生より適用し、平

成７年度以前に入学した者の授業料、教育充実費等については、なお従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

（１）第３７条に規定する別表Ⅲの教育充実費の改正規定は、平成９年度入学生より適用し、平成８年度以

前に入学した者の教育充実費については、なお従前の例による。 

附    則 
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この学則は、商学部経営情報学科の廃止に係る文部大臣の認可の日（平成９年８月５日）から施行する。 

附    則 

この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年

に適用する。ただし、当該学部学科の平成９年度以前に入学した者の履修についての経過措置は別に定める。 
（２）第９条に規定する経営情報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改正規定は、平成１０年度入学生より適

用し、平成９年度以前に入学した者の履修については、なお、従前の例による。 

（３）第１７条に規定する履修単位数の最高限度に係る改正規定は、平成１０年度入学生より適用し、平成

９年度以前に入学した者の履修については、なお、従前の例による。 

（４）第３７条に規定する別表Ⅲの授業料、教育充実費の改正規定は、平成１０年度入学生より適用し、平

成９年度以前に入学した者の授業料、教育充実費については、なお、従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

（１）第８条の規定および平成２年４月１日施行の附則（１）、平成４年４月１日施行の附則（１）にかかわ

らず、商学部商学科の平成１１年度の入学定員を次のとおりとする。 

学    部 学    科 入学定員 

商  学  部 商  学  科 ３００名 

（２）第９条に規定する法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に係る

別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科の平成１

０年度以前に入学した者の履修についての経過措置は別に定める。 

（３）第３７条に規定する別表Ⅲの教育充実費の改正規定は、平成１１年度入学生より適用し、平成１０年

度以前に入学した者の教育充実費については、なお、従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

（１）第８条に規定する法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に係る

入学定員の改正規定は、平成１２年度より適用する。 

（２）第８条の規定および平成２年４月１日施行の附則（１）、平成３年４月１日施行の附則（１）、平成４

年４月１日施行の附則（１）、平成６年４月１日施行の附則（１）、平成１１年４月１日施行の附則（１）

にかかわらず、法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科の平成１２年度から平成１５年度までの

各年度の入学定員を次のとおりとする。 

学    部 学    科 
入   学   定   員 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 

法 学 部 法 学 科 ３３４名 ３１８名 ３０２名 ２８６名 

法 学 部 行 政 学 科 １９０名 １８０名 １７０名 １６０名 

商 学 部 商 学 科 ２８０名 ２６０名 ２４０名 ２２０名 

（３）第９条に規定する法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に係る

別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、法学部法学科・商学部商学科の教職課程（当該学部

学科の専門教育科目のうち、「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」をいう）に係る別表Ⅰの改

正規定は、平成１２年度入学生より適用し、平成１１年度以前に入学した者の履修については、なお、

従前の例による。 

（４）第３７条に規定する別表Ⅲの教育充実費の改正規定は、平成１２年度入学生より適用し、平成１１年

度以前に入学した者の教育充実費については、なお、従前の例による。 

附    則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に係る

別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１２年度以前に入学した者の履修についての経

過措置は別に定める。 

附    則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

（１）第３条の規定にかかわらず、従前の規定による法学部行政学科は、平成１４年３月３１日に当該学科

に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。 

（２）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に
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係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１３年度以前に入学した者の履修について

の経過措置は別に定める。 

（３）第６２条第２項に規定する本大学で取得し得る教員免許状の種類の改正規定は、平成１４年度入学生

より適用し、平成１３年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（４）平成１４年４月１日施行の法学部行政学科の法学部政治行政学科への名称変更に伴い、臨時的定員に

係る平成１２年４月１日施行の附則（２）に定める法学部行政学科の名称を、平成１４年度以降、法学

部政治行政学科に改める。 

学    部 学    科 
入 学 定 員 

平成１４年度 平成１５年度 

法 学 部 法 学 科 ３０２名 ２８６名 

法 学 部 政 治 行 政 学 科 １７０名 １６０名 

商 学 部 商 学 科 ２４０名 ２２０名 

附    則 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、経営情報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改

正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１４年度以前に入学した者の履修についての経過措置は別

に定める。 

（２）第９条に規定する商学部商学科に係る別表Ⅰの改正規定は、平成１５年度入学生より適用し、平成１

４年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。ただし、教育効果を考慮し、一

部の新設科目等については教育上支障のない場合に限り、別に定める経過措置に基づき平成１４年度以

前に入学した者に適用することができる。 
附    則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１５年度以前に入学した者の履修について

の経過措置は別に定める。 

（２）第９条並びに第６５条に規定する社会教育主事養成に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。 

（３）第１７条に規定する各学年における履修単位数の最高限度の改正規程は、平成１６年度入学生より適

用し、平成１５年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（４）第２０条に規定する学業成績の評価に係る改正規定は、全学年に適用する。 

附    則 

この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１６年度以前に入学した者の履修について

の経過措置は別に定める。 

附    則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、商学部商学科、経営情報学部経営情報学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１７年度以前に入学した者の履修について

の経過措置は別に定める。 

（２）第６２条第２項に規定する本大学で取得し得る教員免許状の種類の改正規定は、平成１８年度入学生

より適用し、平成１７年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

附  則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（１）第２条及び第３条の規定にかかわらず、従前の規定による商学部商学科は、平成１９年３月３１日に

当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。 

（２）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１８年度以前に入学

した者の履修についての経過措置は別に定める。 

附  則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情
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報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成１９年度以前に入学

した者の履修についての経過措置は別に定める。 

附  則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、平成２０年度以前に入学

した者の履修についての経過措置は別に定める。 

附  則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。ただし、法学部法学科、法学部政

治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情報学部経営情報学科の「基礎演習」、及び教職

課程（当該学部学科の専門教育科目のうち、「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」をいう）に

係る別表Ⅰの改正規定は平成２２年度入学生より適用し、平成２１年度以前に入学した者の履修につい

ては、なお、従前の例による。 

附  則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。 

附  則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。 

（２）第９条第２項に規定する学生が所属する学部学科の分野以外の特定分野又は特定課題に関する教育課

程については、平成２４年入学生より適用する。 

附  則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。 

（２）第６９条に規定する管理栄養士国家試験の受験に際し必要な基礎資格に関する科目の改正規定は、全

学年に適用する。但し、平成２４年度以前に入学した者の、従前の規定に基づき既に修得した単位の取

扱いについては、改正に係る授業科目の教育内容の整合性に鑑み、別に定める経過措置に基づき読み替

える。 

附  則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。 

（２）第１０条に規定する授業科目の単位数の改正規定は、全学年に適用する。 

附  則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。但し、

平成２６年度以前に入学した者の履修についての経過措置は、別に定める。 

附  則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（１）第３条に規定する学部学科の組織のうち経営情報学部経営情報学科は、平成２８年４月から学生募集

を停止し、在学生の卒業を待って廃止する。 

（２）平成２８年度以降の法学部法学科及び経営情報学部経営情報学科の収容定員は、次のとおりとする。 

学    部 学    科 
収  容  定   員 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

法 学 部 法 学 科 ９２０名 ８７０名 ８２０名 ８００名 

経営情報学部 経営情報学科 ５５０名 ３５０名 １５０名 実員（留年者） 

（３）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科、国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。但し、平成２７年度以前に入学した者の履修についての
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経過措置は、別に定める。 

附  則 

この学則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科、国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、

健康栄養学部管理栄養学科の外国語教育科目の必修単位の変更、及び法学部法学科の専門教育科目の演

習の履修方法に係る変更に関し別に定めるところを除き、全学年に適用する。なお、平成２８年度以前

に入学した者の履修についての経過措置は、別に定める。 

（２）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、健康栄

養学部管理栄養学科に係る別表Ⅰの改正規定のうち、外国語教育科目の必修単位の変更に関わるところ

については平成２９年度入学生より適用し、平成２８年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、

従前の例による。 

（３）第１３条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、健康

栄養学部管理栄養学科の外国語教育科目の履修方法、及び第１５条に規定する法学部法学科、法学部政

治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、健康栄養学部管理栄養学科の専門教育科目の履修方

法、並びに第１８条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学

科、健康栄養学部管理栄養学科の卒業に要する単位の改正規定は平成２９年度入学生より適用し、平成

２８年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（４）第９条に規定する健康栄養学部管理栄養学科の授業科目の改正規程のうち、第１３条に規定する同学

部同学科の外国語教育科目の履修方法、及び第１５条に規定する同学部同学科の専門教育科目の履修方

法、並びに第１８条に規定する同学部学科の卒業に要する単位の改正規定に基づき改正する専門教育科

目「栄養学基礎英語Ⅰ」、「栄養学基礎英語Ⅱ」の改正規定は平成２９年度入学生より適用し、平成２８

年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（５）第９条に規定する法学部法学科の授業科目の改正規定のうち、専門教育科目「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」、「演

習Ⅲ」、「演習Ⅳ」、「演習Ⅴ」、「演習Ⅵ」、「法学総合」に係る改正規定は平成２９年度入学生より適用し、

平成２８年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

附  則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス学科、経営情

報学部経営情報学科、健康栄養学部管理栄養学科、国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科に

係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。なお、平成２９年度以前に入学した者の履修についての

経過措置は、別に定める。 

（２）前号の規定に関わらず、第９条に規定する現代ビジネス学部現代ビジネス学科の専門演習関係科目を

必修科目とする改正に係る規定は平成３０年度入学生より適用し、平成２９年度以前に入学した者の取

扱いについては、なお、従前の例による。 

（３）前々号の規定に関わらず、第９条に規定する健康栄養学部管理栄養学科の「栄養英語」及び「栄養学

基礎英語」の改正に係る規定は平成２９年度入学生より適用し、平成２８年度以前に入学した者の取扱

いについては、なお、従前の例による。 

附  則 

この学則は、２０１９年４月１日から施行する。 

（１）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科、国際リベラルアーツ学部

国際リベラルアーツ学科に係る別表Ⅰの改正規定は、全学年に適用する。なお、平成３０年度以前に入

学した者の履修についての経過措置は、別に定める。 

（２）第９条に規定する法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科、スポーツ科学部スポーツ

科学科の教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の改正に伴う別表Ⅰの改正規定は平成３１年度入

学生より適用し、平成３０年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（３）第６２条に規定する本大学において取得し得る教員免許状の種類に関する規定は平成３１年度入学生

より適用し、平成３０年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。 

（４）経営情報学部経営情報学科は、平成３１年３月３１日を以って廃止する。 

附  則 
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この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 

（１）第３条に規定する学部学科の組織のうち法学部政治行政学科は、２０２０年４月から学生募集を停止

し、在学生の卒業を待って廃止する。 

（２）２０２０年度以降の法学部政治行政学科の収容定員は、次のとおりとする。 

学    部 学    科 
収  容  定   員 

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 

法 学 部 政治行政学科 ４５０名 ３００名 １５０名 実員（留年者） 

附  則 

この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 
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別表Ⅰ（第９条関係；教育課程表）

〔法学部法学科〕
必 修 選 択 自 由

単位数 単位数 単位数 政 経
重複履修が
できない科目

ウ ェ ル ビ ー イ ン グ Ⅰ 2
ウ ェ ル ビ ー イ ン グ Ⅱ 2
Ｉ Ｃ Ｔ リ テ ラ シ ー Ａ 2
Ｉ Ｃ Ｔ リ テ ラ シ ー Ｂ 2
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 技 法 2
情 報 社 会 の 権 利 と 倫 理 2
Ｉ Ｃ Ｔ と 情 報 社 会 2
資 格 情 報 技 術 2
哲 学 Ⅰ 2
哲 学 Ⅱ 2
倫 理 学 Ⅰ 2
倫 理 学 Ⅱ 2
文 学 Ⅰ 2
文 学 Ⅱ 2
歴 史 学 Ⅰ 2 2021年度休講科目
歴 史 学 Ⅱ 2 2021年度休講科目
東 洋 史 Ⅰ 2
東 洋 史 Ⅱ 2
東 ア ジ ア の 歴 史 と 社 会 Ⅰ 2
東 ア ジ ア の 歴 史 と 社 会 Ⅱ 2
日 本 文 化 交 流 Ａ 2
日 本 文 化 交 流 Ｂ 2
中 国 文 化 交 流 Ａ 2
中 国 文 化 交 流 Ｂ 2
論 理 学 Ⅰ 2
論 理 学 Ⅱ 2
音 楽 と 文 化 Ⅰ 2
音 楽 と 文 化 Ⅱ 2
考 古 学 Ⅰ 2
考 古 学 Ⅱ 2
古 代 学 Ⅰ 2
古 代 学 Ⅱ 2
法 学 4 日本国憲法2単位を含む
経 済 学 Ⅰ 2
経 済 学 Ⅱ 2
社 会 学 Ⅰ 2
社 会 学 Ⅱ 2
人 文 地 理 Ⅰ 2
人 文 地 理 Ⅱ 2
文 化 人 類 学 Ⅰ 2
文 化 人 類 学 Ⅱ 2
学 校 と 子 ど も Ⅰ 2
学 校 と 子 ど も Ⅱ 2
青 年 と 社 会 2
生 活 世 界 の 探 究 2
現 代 中 国 の 政 治 2
現 代 中 国 の 社 会 ・ 経 済 2
数 学 Ⅰ 2
数 学 Ⅱ 2
生 物 と 環 境 Ⅰ 2
生 物 と 環 境 Ⅱ 2
心 理 学 Ⅰ 2
心 理 学 Ⅱ 2
科 学 史 2
自 然 の 探 求 Ⅰ 2
自 然 の 探 求 Ⅱ 2
宗 教 と 人 間 Ⅰ 2
宗 教 と 人 間 Ⅱ 2
人 間 と 科 学 Ⅰ 2
人 間 と 科 学 Ⅱ 2
ジ ェ ン ダ ー 論 Ⅰ 2
ジ ェ ン ダ ー 論 Ⅱ 2
食 生 活 と 健 康 2
葡 萄 栽 培 と ワ イ ン 醸 造 2
ア ク テ ィ ブ ・ リ ー デ ィ ン グ Ⅰ 2
ア ク テ ィ ブ ・ リ ー デ ィ ン グ Ⅱ 2
ア ク テ ィ ブ ・ ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ 2
ア ク テ ィ ブ ・ ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ 2
学 び と 社 会 の デ ザ イ ン Ⅰ 2
学 び と 社 会 の デ ザ イ ン Ⅱ Ａ 2
学 び と 社 会 の デ ザ イ ン Ⅱ Ｂ 2
キ ャ リ ア 形 成 論 2
キ ャ リ ア 開 発 Ⅰ 2
キ ャ リ ア 開 発 Ⅱ 2
ワークルール論：働くための基礎知識 2
就 職 と キ ャ リ ア 形 成 2
実 践 キ ャ リ ア 論 2
実 践 キ ャ リ ア 論 Ａ 2
実 践 キ ャ リ ア 論 Ｂ 2

備 考

総
合
基
礎
教
育
科
目

他学科開講科目
区分 授 業 科 目 名

学則-17



〔法学部法学科〕
必 修 選 択 自 由

単位数 単位数 単位数 政 経
重複履修が
できない科目

グ ロ ー バ ル 人 材 の 形 成 Ａ 2
グ ロ ー バ ル 人 材 の 形 成 Ｂ 2
キ ャ リ ア ・ デ ザ イ ン Ａ 2
キ ャ リ ア ・ デ ザ イ ン Ｂ 2
産 業 と 職 業 の 研 究 2
女 性 と キ ャ リ ア 形 成 2
ス ポ ー ツ と キ ャ リ ア 形 成 2
ビジネス・コミュニケーションⅠ 2
ビジネス・コミュニケーションⅡ 2
海 外 キ ャ リ ア 探 訪 Ａ 2 2021年度休講科目
異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ａ 2
異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ｂ 2
国 際 教 養 セ ミ ナ ー Ａ 2
国 際 教 養 セ ミ ナ ー Ｂ 2
国 際 教 養 セ ミ ナ ー Ｃ 2
海 外 文 化 研 修 Ａ 4
日 本 の 法 と 文 化 2 外国人留学生対象科目
日 本 の 経 済 と 社 会 2 外国人留学生対象科目
基 礎 演 習 Ⅰ 1
基 礎 演 習 Ⅱ 1
ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ 2 健康と体力1単位を含む
ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅱ 2
ス ポ ー ツ と 法 2
ス ポ ー ツ 経 営 学 2
ス ポ ー ツ 科 学 2
ス ポ ー ツ 社 会 学 2
ト レ ー ニ ン グ 論 2
ス ポ ー ツ 指 導 論 2
コ ー チ ン グ 基 礎 2
ス ポ ー ツ 心 理 学 2
ピ ア ･ サ ポ ー ト 論 2

計 4 218
英 語 Ⅰ 2
英 語 Ⅱ 2
英 語 Ⅲ 2
英 語 Ⅳ 2
中 国 語 Ⅰ 2
中 国 語 Ⅱ 2
中 国 語 Ⅲ 2
中 国 語 Ⅳ 2
日 本 語 Ⅰ 2
日 本 語 Ⅱ 2
国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ａ 1
国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ｂ 1
国際ビジネス・コミュニケーションＡ 1
国際ビジネス・コミュニケーションＢ 1
語 学 留 学 Ⅰ 1 2021年度休講科目
語 学 留 学 Ⅱ 1 2021年度休講科目
強 化 英 語 Ⅰ 2 英語履修者対象科目、2021年度休講科目
強 化 英 語 Ⅱ 2 英語履修者対象科目、2021年度休講科目
強 化 英 語 Ⅲ 2 英語履修者対象科目、2021年度休講科目
実 用 日 本 語 Ⅰ Ａ 2 外国人留学生対象科目
実 用 日 本 語 Ⅰ Ｂ 2 外国人留学生対象科目
実 用 日 本 語 Ⅱ Ａ 2 外国人留学生対象科目
実 用 日 本 語 Ⅱ Ｂ 2 外国人留学生対象科目
日 本 語 特 講 Ⅰ 2 外国人留学生対象科目
日 本 語 特 講 Ⅱ 2 外国人留学生対象科目
ア カ デ ミ ッ ク 日 本 語 Ⅰ Ａ 1 外国人留学生対象科目
ア カ デ ミ ッ ク 日 本 語 Ⅰ Ｂ 1 外国人留学生対象科目
ア カ デ ミ ッ ク 日 本 語 Ⅱ Ａ 1 外国人留学生対象科目
ア カ デ ミ ッ ク 日 本 語 Ⅱ Ｂ 1 外国人留学生対象科目
キ ャ リ ア 日 本 語 Ⅰ Ａ 1 外国人留学生対象科目
キ ャ リ ア 日 本 語 Ⅰ Ｂ 1 外国人留学生対象科目
キ ャ リ ア 日 本 語 Ⅱ Ａ 1 外国人留学生対象科目
キ ャ リ ア 日 本 語 Ⅱ Ｂ 1 外国人留学生対象科目
日 本 語 文 法 1 外国人留学生対象科目
日 本 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1 外国人留学生対象科目
日 本 語 語 彙 1 外国人留学生対象科目

計 55
憲 法 入 門 2
憲 法 Ⅰ 2
憲 法 Ⅱ 2
憲 法 Ⅲ 2
行 政 法 Ⅰ 2 〇 政「行政法Ⅰ」
行 政 法 Ⅱ 2 〇 政「行政法Ⅱ」
民 法 入 門 Ａ 2
民 法 入 門 Ｂ 2
法 と 政 治 入 門 Ａ 2 2020年度以降入学生対象科目
法 と 政 治 入 門 Ｂ 2 2020年度以降入学生対象科目
民 法 Ⅰ Ａ 2
民 法 Ⅰ Ｂ 2

総
合
基
礎
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

他学科開講科目

１カ国語4単位(Ⅰ・Ⅱ)選択必修
「日本語」は、外国人留学生対象科目

区分 授 業 科 目 名 備 考

外
国
語
教
育
科
目
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〔法学部法学科〕
必 修 選 択 自 由

単位数 単位数 単位数 政 経
重複履修が
できない科目

民 法 Ⅱ Ａ 2
民 法 Ⅱ Ｂ 2
債 権 各 論 Ａ 2 2019年度以前入学生対象科目、2022年

度「民法ⅢＡ」に名称変更予定
債 権 各 論 Ｂ 2 2019年度以前入学生対象科目、2022年

度「民法ⅢＢ」に名称変更予定
民 法 Ⅳ Ａ 2
民 法 Ⅳ Ｂ 2
企 業 法 入 門 2 〇 〇
企 業 法 Ⅰ 2 〇 〇
会 社 法 Ⅱ 2 2022年度「企業法Ⅱ」に名称変更予定 〇 〇
商 行 為 法 （ 企 業 取 引 ） 2 2022年度「企業法Ⅲ」に名称変更予定 〇 〇
企 業 法 Ⅳ 2 〇 〇
刑 法 入 門 2 〇 〇
刑 法 Ⅰ 2 〇 〇
刑 法 Ⅲ （ 個 人 的 法 益 ） 2 2022年度「刑法Ⅱ」に名称変更予定 〇 〇
刑 法 Ⅳ （ 社 会 的 ・ 国 家 的 法 益 ） 2 2022年度「刑法Ⅲ」に名称変更予定 〇 〇
刑 事 手 続 法 入 門 2 〇 〇
刑 事 訴 訟 法 Ⅰ ( 捜 査 手 続 ) 2 〇 〇
刑 事 訴 訟 法 Ⅱ ( 公 判 手 続 ) 2 〇 〇
民 事 手 続 法 入 門 2 〇 〇
倒 産 法 2 2021年度休講科目 〇 〇
民 事 訴 訟 法 2 2022年度「民事手続法Ⅰ」に名称変更予定 〇 〇
民 事 執 行 ・ 保 全 法 2 2022年度「民事手続法Ⅱ」に名称変更予定 〇 〇
労 働 法 Ａ 2 〇 〇
労 働 法 Ｂ 2 〇 〇
国 際 法 Ⅰ 2 〇 政「国際法Ⅰ」
国 際 法 Ⅱ 2 〇 政「国際法Ⅱ」
国 際 法 Ⅲ 2 2021年度休講科目 〇 政「国際法Ⅲ」
環 境 法 Ａ 2 〇 政「環境法Ａ」
環 境 法 Ｂ 2 〇 政「環境法Ｂ」
犯 罪 政 策 Ａ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
犯 罪 政 策 Ｂ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
日 本 法 制 史 Ａ 2 〇 〇
日 本 法 制 史 Ｂ 2 〇 〇
法 哲 学 入 門 2 〇 〇
演 習 Ⅰ 2
演 習 Ⅱ 2
演 習 Ⅲ 2
演 習 Ⅳ 2
演 習 Ⅴ 2
演 習 Ⅵ 2 卒業論文を含む
法 学 総 合 2
財 政 学 Ａ 2
財 政 学 Ｂ 2
教 育 法 Ａ 2 〇 政「教育法Ａ」
教 育 法 Ｂ 2 〇 政「教育法Ｂ」
中 国 法 Ａ 2 〇 政「中国法Ａ」
中 国 法 Ｂ 2 〇 政「中国法Ｂ」
司 法 実 務 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
自 治 体 法 2 〇 政「自治体法」
国 際 政 治 4 〇 政「国際政治」
安 全 保 障 研 究 2 〇 政「安全保障研究」

国 際 公 共 政 策 Ａ 2 〇 政「国際公共政策Ａ」

国 際 公 共 政 策 Ｂ 2 〇 政「国際公共政策Ｂ」

国 際 私 法 Ａ 2 〇 政「国際私法Ａ」

国 際 私 法 Ｂ 2 〇 政「国際私法Ｂ」

少 年 法 2 〇 〇
国 際 地 域 研 究 Ⅰ 2 〇 政「国際地域研究Ⅰ」

国 際 地 域 研 究 Ⅱ 2 〇 政「国際地域研究Ⅱ」

知 的 財 産 法 2 〇 〇
生 命 倫 理 と 法 2 〇 〇
経 済 法 2 〇 〇
外 交 史 Ａ 2 〇 政「外交史Ａ」
外 交 史 Ｂ 2 〇 政「外交史Ｂ」
消 防 ・ 防 災 の 研 究 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 政「消防・防災の研究」

国 際 関 係 史 4 〇 政「国際関係史」

民 族 関 係 学 Ⅰ 2 〇 政「民族関係学Ⅰ」

民 族 関 係 学 Ⅱ 2 〇 政「民族関係学Ⅱ」

近 代 ヨ ー ロ ッ パ の 社 会 2 〇 〇
ア ジ ア 共 同 体 論 2 〇 政「アジア共同体論」

国 際 文 化 研 究 Ⅰ 2 〇 政「国際文化研究Ⅰ」

国 際 文 化 研 究 Ⅱ 2 〇 政「国際文化研究Ⅱ」

不 動 産 取 引 と 法 Ⅰ 2 〇 経「不動産取引と法Ⅰ」

不 動 産 取 引 と 法 Ⅱ 2 〇 経「不動産取引と法Ⅱ」

警 察 の 研 究 2 〇 政「警察の研究」

ファイナンシャルプランニング概説 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 経「ファイナンシャルプランニング概説」

国 際 貿 易 と 法 2 〇 政「国際貿易と法」

観 光 イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 長 期 ） 4
公 務 員 の 仕 事 2 〇 〇
日 本 の ビ ジ ネ ス 2

他学科開講科目

専
門
教
育
科
目

備 考区分 授 業 科 目 名
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〔法学部法学科〕
必 修 選 択 自 由

単位数 単位数 単位数 政 経
重複履修が
できない科目

地 域 課 題 総 合 研 究 2
地 域 課 題 実 践 研 究 2
企 業 法 務 実 践 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 政「企業法務実践」

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 〇 経「ミクロ経済学Ⅰ」

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 〇 経「ミクロ経済学Ⅱ」

日 本 政 治 史 Ａ 2 〇 政「日本政治史Ａ」

日 本 政 治 史 Ｂ 2 〇 政「日本政治史Ｂ」

政 治 学 原 論 4 〇 政「政治学原論」

自 治 体 行 政 学 Ⅰ 2 〇 政「自治体行政学Ⅰ」

自 治 体 行 政 学 Ⅱ 2 〇 政「自治体行政学Ⅱ」

政 治 過 程 論 4 〇 政「政治過程論」

地 域 政 治 論 4 2021年度休講科目 〇 政「地域政治論」

経 済 原 論 4
市 長 特 別 講 義 2 2019年度以前入学生対象科目、2021年度休講

警 察 政 策 論 2 〇 政「警察政策論」

比 較 政 治 2 〇 政「比較政治」
社 会 心 理 学 2 〇 政「社会心理学」

心 理 学 概 論 2 〇 政「心理学概論」

経 済 政 策 Ⅰ 2
経 済 政 策 Ⅱ 2
行 政 学 4 〇 政「行政学」
企 業 決 済 と 法 Ⅰ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
企 業 決 済 と 法 Ⅱ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
国 際 経 済 Ⅰ 2
国 際 経 済 Ⅱ 2
金 融 と 法 Ⅰ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
金 融 と 法 Ⅱ 2 2019年度以前入学生対象科目 〇 〇
社 会 調 査 2 2021年度休講科目 〇 政「社会調査」
イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 企 業 ） 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 公 務 ） 2
問 題 の 探 求 Ⅰ 2 2020年度以降入学生対象科目、2021年度休講科目

問 題 の 探 求 Ⅱ 2 2020年度以降入学生対象科目、2021年度休講科目

問 題 の 探 求 Ⅲ 2 2020年度以降入学生対象科目
計 12 256

教科及び教科の指導法に関する科目
経 済 学 2 国際経済を含む
社 会 学 4
日 本 史 4
外 国 史 2
地 理 学 4
地 誌 学 2
哲 学 4
宗 教 学 4
社 会 科 教 育 法 4
社 会 科 ・ 公 民 科 教 育 法 4

計 34
教 職 専 門 科 目
学 校 と 教 育 の 歴 史 2
教 職 概 論 2 (チーム学校運営への対応を含む)
教 育 社 会 学 （ 中 ・ 高 ） 2 (学校と地域との連携及び学校安全への

対応を含む)
教 育 心 理 学 （ 中 ・ 高 ） 2
特 別 支 援 教 育 概 論 1
教 育 課 程 論 2 (カリキュラム・マネジメントを含む)
道 徳 教 育 指 導 論 （ 中 ） 2
総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 指 導 法 1
特 別 活 動 論 2
教 育 方 法 論 （ 中 ・ 高 ） 2 (情報機器及び機材の活用を含む)
生 徒 指 導 ・ 教 育 相 談 2 (生活指導及び教育相談(カウンセリン

グに関する基礎的知識を含む)の理論及
び方法を含む)

進 路 指 導 論 2 (進路指導の理論及び方法を含む)
教 育 実 習 研 修 2 (事前事後指導)
教 育 実 習 Ⅰ 2
教 育 実 習 Ⅱ 1
教 職 実 践 演 習 （ 中 ・ 高 ） 2
介護等体験実習（事前事後指導を含む） 2

計 31
16 529 65

他学科開講科目

専
門
教
育
科
目

合　　　　計

区分 授 業 科 目 名 備 考
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学則の変更の事由及び時期を記載した書類 

 

 

１．学則の変更事由及び変更点 

 

（ア）収容定員の変更に伴う学則第８条の入学定員、収容定員の変更 

本大学の収容定員を変更するため、法学部法学科の入学定員を「３００名」から「２８０名」に、収容定員を

「１，２００名」から「１，１２０名」に、経営学部経営学科の入学定員を「３００名」から「３２０名」に、

収容定員を「１，２００名」から「１，２８０名」にそれぞれ改める。 

 

２．学則の変更の時期 

令和４年（２０２２年）４月１日 

 

３．学則の変更の箇所 

   第８条 

 

 

４．添 付 書 類 

 

（１）学則全文 

（２）学則新旧比較対照表 
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学 則 新 旧 比 較 対 照 表  

（傍線部分は改正箇所） 

新 学 則 旧 学 則 

第 ８ 条 本大学の収容定員を次のとおり定める。 

 
 

学 部 学 科 入学定員 編入学定員 収容定員 

法 学 部 

法 学 科 ２８０名 － １，１２０名 

政 治 行 政 学 科 
２０２０年度 

学生募集停止 
－ 

在学生の卒業 

を待って廃止 

経 営 学 部 経 営 学 科 ３２０名 － １，２８０名 

健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科  ４０名 １０名 １８０名 

国際リベラルアーツ学部 国際リベラルアーツ学科  ５０名 － ２００名 

スポーツ科学部 スポーツ科学科 １７０名 － ６８０名 

第 ８ 条 本大学の収容定員を次のとおり定める。 

 
 

学 部 学 科 入学定員 編入学定員 収容定員 

法 学 部 

法 学 科 ３００名 － １，２００名 

政 治 行 政 学 科 
２０２０年度 

学生募集停止 
－ 

在学生の卒業 

を待って廃止 

経 営 学 部 経 営 学 科 ３００名 － １，２００名 

健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科  ４０名 １０名 １８０名 

国際リベラルアーツ学部 国際リベラルアーツ学科  ５０名 － ２００名 

スポーツ科学部 スポーツ科学科 １７０名 － ６８０名 

 

 

 

 

  

附 則 

 この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 
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